
審決

不服２０１３－　１５７５６

東京都北区岸町１丁目６番１９号
請求人 三立機器株式会社

東京都港区西新橋３丁目７番１号 ランディック第２新橋ビル１階 井澤国際特
許事務所
代理人弁理士 井澤 洵

　特願２０１０－２２９７３０号「真空吸引式掃除機用パックフィルター」
拒絶査定不服審判事件〔平成２４年４月２６日出願公開、特開
２０１２－８１０６０号〕について、次のとおり審決する。

結　論
　本件審判の請求は、成り立たない。

理　由
１．手続の経緯
　本願は、平成２２年１０月１２日の出願であって、平成２５年４月２５日
付けで拒絶査定がなされ、これに対して、平成２５年８月１４日に拒絶査定
不服審判の請求がなされるとともに、同日に手続補正がなされた。
　その後、当審において平成２６年５月２１日付けで拒絶理由が通知され、
これに対して、平成２６年７月２８日に意見書が提出されるとともに、同日
に手続補正がなされたものである。
　
２．本願発明
　本願の特許請求の範囲の請求項１及び２に係る発明は、平成２６年７月
２８日の手続補正により補正された特許請求の範囲の記載からみて、その特
許請求の範囲の請求項１及び２に記載されたとおりのものであると認められ
るところ、請求項１に係る発明（以下「本願発明」という。）は、以下のと
おりである。
　
「【請求項１】
真空吸引式掃除機に使用するパックフィルターであって、
表面積を大、中、小と異にする少なくとも３個の袋状のフィルター要素Ａ、
Ｂ、Ｃを備え、上記フィルター要素Ａ、Ｂ、Ｃを重ねて少なくとも３段階の
フィルターを構成するとともに、表面積の最も大きいフィルター要素Ｃと中
間のフィルター要素Ｂ及び表面積の最も小さいフィルター要素Ａの袋口を合
わせて吸引口とし、
上記パックフィルターを重ねた、少なくとも、表面積の最も小さいフィル
ター要素Ａと中間のフィルター要素Ｂとの間には内側空間、中間のフィル
ター要素Ｂと表面積の最も大きいフィルター要素Ｃとの間には外側空間、表
面積の最も大きいフィルター要素Ｃの外側には外部空間を形成するものと
し、
上記内側空間、外側空間、外部空間において少なくとも３段階の圧力降下を
生じるようにフィルター要素Ａの表面積をＳＡ、フィルター要素Ｂの表面

積をＳＢ、フィルター要素Ｃの表面積をＳＣとするとき、

ＳＡ＜ＳＢ＜ＳＣ、各フィルターＡ、Ｂ、Ｃにおける濾過速度をＶ１、



Ｖ２、Ｖ３とするとき、Ｖ１＞Ｖ２＞Ｖ３としたことを特徴とする真空

吸引式掃除機用パックフィルター。」
　
３．引用文献
　これに対して、当審において通知した拒絶理由に引用された本願出願前に
頒布された刊行物である特開２０１０－８２１３６号公報（以下「引用文
献」という。）には、以下の事項が記載されている。
　
（１）「【０００１】
本発明は、掃除機本体と、掃除機本体に着脱自在に収容された集塵袋とを備
えた電気掃除機に関する。」
　
（２）「【０００７】
本発明は、電気掃除機の集塵性能の低下を抑制できるとともに、メンテナン
ス性を向上できる電気掃除機用の集塵袋、および電気掃除機を提供すること
を目的とする。」
　
（３）「【００２１】
電気掃除機１を運転すると、電動送風機１３が作動して、掃除機本体２の内
に負圧が作用する。この負圧は接続口２ａから集塵ホース３と手元操作管４
と延長管７とを経て吸込口体８に作用する。そうすると、電気掃除機１は吸
込口体８から空気とともに床などの被掃除面に溜まった塵埃を吸い込んで被
掃除面を掃除する。吸込口体８に吸い込まれた含塵空気は、掃除機本体２に
収容された集塵袋１１によって空気と塵埃とに分離される。分離された塵埃
は集塵袋１１に捕集される。他方、分離された空気は、電動送風機１３に吸
い込まれて、掃除機本体２の本体排気口から吐出される。」
　
（４）「【００２５】
掃除機本体２の後部には、電動送風機１３が収容される。掃除機本体２の前
部には、集塵袋１１が収容された集塵室１０が形成される。電動送風機１３
が収容された空間と、集塵室１０との間は、第二フィルタ装置２２が支持さ
れた仕切板２３によって区画される。」
　
（５）「【００３１】
図３は、本発明に係る集塵袋を概略的に示した断面図である。
【００３２】
図３に示すように、集塵袋１１は、例えば使い捨てのもので、いわゆる紙
パックである。集塵袋１１は、掃除機本体２への被取付部としての口枠部
２７と、口枠部２７に一体的に設けられた袋体部２８とを備える。
【００３３】
口枠部２７は、集塵袋１１を掃除機本体２の集塵室１０に取り付ける際に、
集塵室１０に設けられたクランプ３１に嵌着固定される。口枠部２７は、例
えばボール紙などの厚紙を用いて方形状に形成される。口枠部２７の略中央
部には、丸孔状の開口２７ａが穿設される。
【００３４】
袋体部２８は、袋状に形成された通気性素材を複数重ねて構成される。具体
的には、袋体部２８は、最も外側に配置された最外袋体３８と、最外袋体
３８の内側に配置された内袋体３９とから構成される。最外袋体３８と内袋
体３９との間は離間されて、適宜の隙間Ｓを有する。」
　
（６）「【００３８】
図４は、本発明に係る集塵袋の他の例を概略的に示した断面図である。
【００３９】
図４に示すように、集塵袋１１Ａの袋体部２８Ａは、袋状に形成された通気
性素材を複数重ねて構成される。具体的には、袋体部２８Ａは、最も外側に
配置された最外袋体３８と、最外袋体３８の内側に配置された第一内袋体



４０と、第一内袋体４０の内側に配置された第二内袋体４１とから構成され
る。最外袋体３８と第一内袋体４０との間、および第一内袋体４０と第二内
袋体４１との間は、それぞれ離間されて、適宜の隙間Ｓ１、Ｓ２を有する。
なお、袋体部２８Ａは、袋状の通気性素材を複数、例えば４重以上に重ねて
形成しても良い。」
　
（７）また、【００３３】～【００３４】の記載を参酌すると、【図４】、
【図８】には、最も外側に配置された最外袋体３８、最外袋体３８の内側に
配置された第一内袋体４０及び第一内袋体４０の内側に配置された第二内袋
体４１の袋口は合わされて、開口２７ａが穿設された口枠部２７に一体的に
設けられていることが示されている。
　
　よって、引用文献には、
「電動送風機１３の作動によって被掃除面に溜まった塵埃を吸い込んで被掃
除面を掃除する電気掃除機に着脱自在に収容される集塵袋１１Ａであって、
集塵袋１１Ａは掃除機本体２の集塵室１０に収容されており、
集塵袋１１Ａの袋体部２８Ａは、最も外側に配置された最外袋体３８と、最
外袋体３８の内側に配置された第一内袋体４０と、第一内袋体４０の内側に
配置された第二内袋体４１とから構成され、
最も外側に配置された最外袋体３８、最外袋体３８の内側に配置された第一
内袋体４０及び第一内袋体４０の内側に配置された第二内袋体４１の袋口は
合わされて、開口２７ａが穿設された口枠部２７に一体的に設けられ、
最外袋体３８と第一内袋体４０との間、および第一内袋体４０と第二内袋体
４１との間は、それぞれ離間されて、適宜の隙間Ｓ１、Ｓ２を有している、
集塵袋１１Ａ。」の発明（以下「引用発明」という。）が記載されていると
認められる。
　
４．対比、判断
　本願発明と引用発明を対比する。
（１）引用発明の「電動送風機１３の作動によって被掃除面に溜まった塵埃
を吸い込んで被掃除面を掃除する電気掃除機」、「集塵袋１１Ａ」、「第二
内袋体４１」、「第一内袋体４０」、「最外袋体３８」、「開口２７ａ」
は、その機能と構造からみて、本願発明の「真空吸引式掃除機」、「パック
フィルター」、「フィルター要素Ａ」、「フィルター要素Ｂ」、「フィル
ター要素Ｃ」、「吸引口」に、それぞれ相当する。
　
（２）引用発明の「電動送風機１３の作動によって被掃除面に溜まった塵埃
を吸い込んで被掃除面を掃除する電気掃除機に着脱自在に収容される集塵袋
１１Ａ」は、その機能と構造からみて、本願発明の「真空吸引式掃除機に使
用するパックフィルター」に相当する。
　
（３）引用発明の「集塵袋１１Ａの袋体部２８Ａは、最も外側に配置された
最外袋体３８と、最外袋体３８の内側に配置された第一内袋体４０と、第一
内袋体４０の内側に配置された第二内袋体４１とから構成され」ていること
は、その機能と構造からみて、本願発明の「パックフィルター」が、「少な
くとも３個の袋状のフィルター要素Ａ、Ｂ、Ｃを備え、上記フィルター要素
Ａ、Ｂ、Ｃを重ねて少なくとも３段階のフィルターを構成する」ことに相当
する。
　
（４）引用発明の「最も外側に配置された最外袋体３８、最外袋体３８の内
側に配置された第一内袋体４０及び第一内袋体４０の内側に配置された第二
内袋体４１の袋口は合わされて、開口２７ａが穿設された口枠部２７に一体
的に設けられ」ていることは、その構造からみて、本願発明の「フィルター
要素Ｃ」と「フィルター要素Ｂ」及び「フィルター要素Ａの袋口を合わせて
吸引口とし」ていることに相当する。
　
（５）引用発明の「最外袋体３８と第一内袋体４０との間」の「適宜の隙間



Ｓ１」、「第一内袋体４０と第二内袋体４１との間」の「適宜の隙間Ｓ２」
は、その構造からみて、本願発明の「フィルター要素Ｂとフィルター要素Ｃ
との間」の「外側空間」、「フィルター要素Ａとフィルター要素Ｂとの間」
の「内側空間」に相当し、また、引用発明の「集塵袋１１Ａ」を収容する
「掃除機本体２の集塵室１０」は、本願発明の「フィルター要素Ｃの外側」
の「外部空間」に相当する。
　
　ここで、引用発明の集塵袋１１Ａの袋体部２８Ａは、最外袋体３８と第一
内袋体４０との間、および第一内袋体４０と第二内袋体４１との間が、それ
ぞれ離間されて、適宜の隙間Ｓ１、Ｓ２を有していることから、これらの袋
体３８，４０，４１の大きさには大小関係が生じており、一般にその大小関
係がこれらの袋体３８，４０，４１の表面積の大小関係と一致することは技
術常識である。よって、これらの袋体３８，４０，４１の表面積の大小関係
が、「最も外側に配置された最外袋体３８の表面積＞最外袋体３８の内側に
配置された第一内袋体４０の表面積＞第一内袋体４０の内側に配置された第
二内袋体４１の表面積」となっていることは、引用文献に記載されているに
等しい事項である。
　そして、引用発明の集塵袋１１Ａは集塵室に収容され、電動送風機１３に
よって吸引される構造である以上、これらの袋体３８，４０，４１を通過す
る吸引風量は同じであるから、本願明細書の段落【００１９】にも示されて
いるとおり、集塵袋の各袋体の表面積が大きいほどその濾過速度は低下して
いくものであることは当業者にとって自明の事項である。さらに、これらの
袋体３８，４０，４１の表面積の大小関係や袋体を通過するときには少なか
らず通風抵抗が存在することを考慮すれば、これらの袋体３８，４０，４１
を通過するごとに圧力降下が生じることも当業者にとって自明の事項である
（例えば、実願昭６１－４１６９７号（実開昭６２－１５１８４７号）のマ
イクロフィルム、明細書第３頁第８～２０行、第１図の記載等参照）。よっ
て、これらの袋体３８，４０，４１の濾過速度の大小関係が、「最も外側に
配置された最外袋体３８の濾過速度＜最外袋体３８の内側に配置された第一
内袋体４０の濾過速度＜第一内袋体４０の内側に配置された第二内袋体４１
の濾過速度」となっていること、これらの袋体３８，４０，４１を通過する
ごとに圧力降下が生じることも、引用文献に記載されているに等しい事項で
ある。
　そうしてみると、引用発明の「集塵袋１１Ａ」は、「最も外側に配置され
た最外袋体３８の表面積＞最外袋体３８の内側に配置された第一内袋体４０
の表面積＞第一内袋体４０の内側に配置された第二内袋体４１の表面積」、
「最も外側に配置された最外袋体３８の濾過速度＜最外袋体３８の内側に配
置された第一内袋体４０の濾過速度＜第一内袋体４０の内側に配置された第
二内袋体４１の濾過速度」及び「これらの袋体３８，４０，４１を通過する
ごとに圧力降下が生じる」という構成をさらに有しており、引用発明の当該
構成が、本願発明の「上記内側空間、外側空間、外部空間において少なくと
も３段階の圧力降下を生じるようにフィルター要素Ａの表面積をＳＡ、

フィルター要素Ｂの表面積をＳＢ、フィルター要素Ｃの表面積をＳＣとす

るとき、ＳＡ＜ＳＢ＜ＳＣ、各フィルターＡ、Ｂ、Ｃにおける濾過速度を

Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３とするとき、Ｖ１＞Ｖ２＞Ｖ３とした」構成に相当す

る。
　
　よって、引用発明は、本願発明の発明特定事項を全て備えており、両者の
間に相違する点はない。
　したがって、本願発明は、引用発明である。
　
５．むすび
　以上のとおり、本願発明は、特許法第２９条第１項第３号に掲げる発明に
該当し、特許を受けることができないものであるから、他の請求項に係る発
明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。
　



　よって、結論のとおり審決する。
　

平成２６年　９月２４日

　　審判長　　特許庁審判官 森林 克郎
特許庁審判官 千壽 哲郎
特許庁審判官 山崎 勝司

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示）　　　　　　　　　　　　　　　
　この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から３０日
（附加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、特許庁長官を
被告として、提起することができます。
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